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津市育休代替任期付職員採用試験の実施について 

 
 津市育休代替任期付職員採用試験を下記のとおり実施します。 

 

記 

１ 試験日 

  令和７年１月１９日（日） 

２ 試験場所 

津市役所本庁舎 

３ 受付期間 

  令和６年１１月１１日（月）８時３０分から同年１２月２０日（金）１７時１５

分まで 

４ 受付方法 

原則、電子申請（インターネットによる申込み） 

５ 募集職種 

  事務職、保育士、保健師、技能員（調理員）、幼稚園教諭及び養護教諭 

６ 問い合わせ先 

⑴ 総務部人事課（事務職、保育士、保健師、技能員（調理員）） 

（電話番号 ０５９－２２９－３１０６） 

⑵ 教育委員会事務局教育総務課（幼稚園教諭、養護教諭） 

（電話番号 ０５９－２２９－３２９２） 

７ その他 

  詳細は別紙のとおり 



 
別紙 

 
 

   津市育休代替任期付職員採用試験の実施について（概要） 

 
《育休代替任期付職員とは》 

育児休業を取得する職員の代替として、任期を定めて採用される職員です。 
  ※ 試験の合格者は「育休代替任期付職員採用候補者名簿」に令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで記載され、職員の育児休業の状況

等に応じて採用されます。 
※ 業務内容、勤務条件等は、任期の定めがあること及び育児休業をすることができないこと等以外は、原則として任期の定めのない職員（正規

職員）と同様です。 
 
１ 職種、採用予定人数及び受験資格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
２ 津市育休代替任期付職員採用試験の申込受付は、令和６年１１月１１日（月）午前８時３０分から令和６年１２月２０日（金）午後５時１５分

までの間、原則、電子申請（インターネットによる申込み）での申込みとなります。インターネットの利用環境が整わない等、やむを得ない事情
により電子申請ができない場合については、郵送による申込みを受け付けます。問い合わせ先は、幼稚園教諭及び養護教諭以外の職種は総務部人
事課（本庁舎７階 電話番号：０５９－２２９－３１０６）、幼稚園教諭及び養護教諭は教育委員会事務局教育総務部教育総務課（教育委員会庁
舎４階 電話番号：０５９－２２９－３２９２）となります。 

３ 第１次試験  
試験日 試験場所 

令和７年１月１９日（日） 津市役所本庁舎 
※ 詳細については、令和６年１１月５日（火）から総務部人事課、教育委員会事務局教育総務部教育総務課、案内（本庁舎１階）、アストプラ

ザ、各総合支所、各出張所、東京事務所等で配布する受験案内等を御覧ください。 
また、津市ホームページ（https://www.info.city.tsu.mie.jp）でも、御覧いただけます。 

職種 採用予定 
人数 

受験資格 
学歴、免許等 生年月日 

事務職 ２０人程度 

⑴又は⑵の要件を満たす人 
⑴ 学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）・高等学校・中

学校又はこれらに相当すると市長が認める学校等を卒業（修了）した人又は令和７年３月卒業（修
了）見込みの人 

⑵ 市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人 

 昭和４４年４月２日以
降平成１９年４月１日ま
でに出生の人 

保育士 ２０人程度  保育士資格と幼稚園教諭普通免許状の両方を有する人又は令和７年３月末までに取得見込みの人 
なお、幼稚園教諭普通免許状については、令和７年４月１日時点で有効であること 

 昭和４４年４月２日以
降出生の人 

保健師 ５人程度  保健師免許を有する人（令和７年３月末までに実施される保健師国家試験により同免許を取得見込み
の人を含む。） 

技能員 
（調理員） ５人程度 

 中学校卒業以上の学歴を有する人 昭和４４年４月２日以
降平成１９年４月１日ま
でに出生の人 

幼稚園教諭 ２人程度 
 幼稚園教諭普通免許状と保育士資格の両方を有する人又は令和７年３月末までに取得見込みの人 

なお、幼稚園教諭普通免許状については、令和７年４月１日時点で有効であること 
昭和４４年４月２日以

降出生の人 

養護教諭 ２人程度 
 養護教諭普通免許状を有する人又は令和７年３月末までに取得見込みの人 
 なお、養護教諭普通免許状については、令和７年４月１日時点で有効であること 

すべての職種に共通する受験資格 
 地方公務員法第１６条（幼稚園教諭及び養護教諭については学校教育法第９条および地方公務員法第１６条）の各号のいずれにも該当しない人 


